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奈良市議案第１１４号

副 市 長 の 選 任 に つ い て

副市長として、次の者を選任いたしたいので、地方自治法第１６２条の規定により

議会の同意を求める。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

住 所 京都府木津川市加茂町例幣正等庵７番地

氏 名 津
つ

山
やま

恭
やす

之
ゆき

昭和２８年５月１８日生
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履 歴 書

氏 名 津 山 恭 之

生年月日 昭和２８年５月１８日

現 住 所 京都府木津川市加茂町例幣正等庵７番地

学 歴

昭和５１年 ３月 神戸大学経済学部卒業

職 歴

昭和５１年 ４月 奈良市役所就職

平成１７年 ４月 財務部財政課長

平成１８年 ４月 総務部財政課長

平成１９年 ４月 政策監（行財政改革担当）

平成２１年 ４月 市長公室長

平成２２年１０月 奈良市副市長
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奈良市議案第１１５号

奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例の制定について

奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例を次のように制定しようとする。

平成２６年９月８日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

奈良市副市長の退職手当の特例に関する条例

（趣旨)

第１条 この条例は、副市長の退職手当の特例について定めるものとする。

（副市長の退職手当の特例）

第２条 平成２６年１０月１日において副市長の職にある者の同日を含む任期に係る退職

手当は、奈良市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年奈良市条例第２９号）第

７条の規定にかかわらず、これを支給しない。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

（提案理由）

厳しい財政状況が続くなかで、行財政改革に取り組む姿勢を示すため、副市長の平成２

６年１０月１日を含む任期に係る退職手当を支給しないこととするものである。
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